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  広東省深圳市の人力資源・社会保障局は 2017年 4月 1日、「2017年深圳市最低賃金の基準引上げ」を発表しました。

今回の発表により、2017 年 6 月 1 日から、深圳の最低賃金基準は 2,130 人民元／月（約 34,700 円、1 元＝16.3 円）に引

上げとなります（現行比＋4.9％）。現在、全国で最低賃金が月額 2,000元を越えているのは上海と深センの 2市のみです。

一方、広東省全体は 2018 年まで現行賃金を据え置く方針を示しています (広東省内では深圳市だけが最低賃金を独自

に設定しています) 。 

  

上海、深圳および広東省他地域における最低賃金月額の推移                               （単位：元） 

 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 

上海 1,120 1,280 1,450 1,620 1,820 2,020 2,190 2,300 

深圳 1,100 1,320 1,500 1,600 1,808 2,030 - 2,130 

広州 1,030 1,300 - 1,550 - 1,895 - - 

珠海 920 1,100 - 1,310 - 1,650 - - 

佛山、東莞、中山 920 1,100 - 1,310 - 1,510 - - 

汕頭、惠州、江門、肇慶 810 950 - 1,130 - 1,350 - - 

韶關、河源、梅州、汕尾、

陽江、茂名、湛江、清遠、

潮州、揭陽、雲浮 

710 850 - 1,010 - 1,210 - - 

 


